
職業訓練を受ける方の特典

高松公共職業安定所 〒７６１－８５６６ 高松市花ノ宮町２－２－３ ☎０８７－８６９－８６０９

しごとプラザ高松 〒７６０－００２９ 高松市丸亀町１３－２ ☎０８７－８２３－８６０９

丸亀公共職業安定所 〒７６３－００３３ 丸亀市中府町１－６－３６ ☎０８７７－２１－８６０９

坂出公共職業安定所 〒７６２－０００１ 坂出市京町２－６－２７　坂出合同庁舎２階 ☎０８７７－４６－５５４５

観音寺公共職業安定所 〒７６８－００６７ 観音寺市坂本町７－８－６ ☎０８７５－２５－４５２１

さぬき公共職業安定所 〒７６９－２３０１ さぬき市長尾東８８９－１ ☎０８７９－５２－２５９５

東かがわ出張所 〒７６９－２６０１ 東かがわ市三本松５９１－１　大内地方合同庁舎 ☎０８７９－２５－３１６７

土庄公共職業安定所 〒７６１－４１０４ 小豆郡土庄町甲６１９５－３ ☎０８７９－６２－１４１１

香川県立高等技術学校　高松校　　〒７６１－８０３１　高松市郷東町５８７－１ ☎０８７－８８１－３１７１

香川県立高等技術学校　丸亀校　　〒７６３－８５１３　丸亀市港町３０７ ☎０８７７－２２－２６３３

　　　　<URL>https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotogijutsu/

香川職業能力開発促進センター　　〒７６１－８０６３　高松市花ノ宮町２－４－３ ☎０８７－８６７－６７１６

　　　　<URL>https://www3.jeed.ｇo.jp/kagawa/poly/

香川県商工労働部労働政策課　　〒７６０－８５７０　高松市番町４－１－１０ ☎０８７－８３２－３３６７

　　　<URL>https://www.pref.kagawa.lg.jp/rosei/

香川職業能力開発促進センター　〒７６１－８０６３　高松市花ノ宮町２－４－３ ☎０８７－８６７－６７１６

　　　<URL>https://www3.jeed.ｇo.jp/kagawa/poly/

職業訓練を希望

される方へ

職業訓練を受ける

方の特典

●入学金、授業料は無料です。ただし、教科書、作業服等は自己負担です。

●雇用保険の受給資格があり、公共職業安定所長の受講指示を受けた方は、訓練期間中、

雇用保険失業給付金（基本手当、受講手当、該当者には通所手当）が支給されます。

●入学願書は、ハローワークにあります。

●入学願書は、住所地を管轄するハローワークへ提出してください。

（しごとプラザ高松では受け付けできません。）

●選考試験として、香川県立高等技術学校では面接・適性検査（デザイン科は別途実技 試験）を、

香川職業能力開発促進センターでは面接・筆記試験を実施しています。応募者が多い場合は

希望に添えないことがありますので、ご了承く ださい。

●応募者が定員に満たない場合でも、選考の結果により、訓練を受講できない場合があります。

●公共職業安定所長の受講指示又は受講推薦等を受けることのできる方が対象となります。

ハローワーク（公共職業安定所）

訓練内容のお問い合わせは

公共職業能力開発のお問い合わせは


